
　

昨
年
度
に

引
き
続
き
、

平
成
21
年
度

文
部
科
学
省

の
委
託
事
業

「
人
権
教
育

推
進
の
た
め
の
調
査
研
究
事
業
」と
し
て
、

障
害
者
の
人
権
擁
護
の
た
め
の
教
材
と
な

る
絵
本
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
制
作
し
た
の

は
、
障
害
児
の
保
護
者
、
田
原
市
手
を
つ

な
ぐ
育
成
会
、
障
害
福
祉
事
業
所
と
田
原

市
教
育
委
員
会
な
ど
に
所
属
す
る
14
名
で

構
成
さ
れ
る
田
原
人
権
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン

委
員
会
で
す
。

　

こ
の
絵
本
に
は
２
話
が
収
録
さ
れ
、
い

ず
れ
も
人
権
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
だ
け

る
内
容
で
す
。
２
月
15
日
に
発
刊
し
、
市

内
の
図
書
館
、
小
中
学
校
、
保
育
園
、
幼

稚
園
な
ど
に
今
年
度
中
に
配
布
さ
れ
ま

す
。
皆
さ
ん
、
ぜ
ひ
ご
一
読
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

■
「
じ
ん
け
ん
２
」
原
画
展

▼
期
日
＝
３
月
２
日
（
火
）
～
14
日
（
日
）

▼
場
所
＝
渥
美
図
書
館

▼
生
涯
学
習
課　

☎
23
局
３
５
３
１　

22
局
３
８
１
１

　

syogaku@
city.tahara.aichi.jp

れ
て
い
る
事
項
の
証
明
を
取
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。

▼
閲
覧
場
所
＝
市
役
所
税
務
課　

▼
閲
覧

お
よ
び
記
載
事
項
の
証
明
期
間
＝
４
月
１

日
（
木
）
～
（
土
・
日
曜
日
・
祝
日
お
よ

び
年
末
年
始
を
除
く
）
午
前
８
時
30
分
～

午
後
５
時
15
分　

▼
対
象
者
／
対
象
固
定

資
産
＝
❶
固
定
資
産
の
納
税
義
務
者
ま
た

は
そ
の
同
意
を
受
け
た
方
／
当
該
納
税
義

務
に
係
る
固
定
資
産
❷
土
地
に
つ
い
て
賃

借
権
そ
の
他
の
使
用
ま
た
は
収
益
を
目
的

と
す
る
権
利
（
対
価
が
支
払
わ
れ
る
も
の

に
限
る
）
を
有
す
る
方
／
当
該
権
利
の
目

的
で
あ
る
土
地
❸
家
屋
に
つ
い
て
賃
借
権

そ
の
他
の
使
用
ま
た
は
収
益
を
目
的
と
す

る
権
利
（
対
価
が
支
払
わ
れ
る
も
の
に
限

る
）
を
有
す
る
方
／
当
該
権
利
の
目
的
で

あ
る
家
屋
お
よ
び
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地

❹
固
定
資
産
の
処
分
を
す
る
権
利
を
有
す

る
一
定
の
方
／
当
該
権
利
の
目
的
で
あ
る

固
定
資
産　

▼
持
ち
物
＝
本
人
（
同
居
の

親
族
を
含
む
）
が
閲
覧
す
る
場
合
は
、
運

転
免
許
証
・
納
税
通
知
書
な
ど
本
人
と
確

認
で
き
る
も
の
／
借
地
・
借
家
の
方
な
ど

が
閲
覧
す
る
場
合
は
、
権
利
関
係
を
示
す

書
面
な
ど
と
、運
転
免
許
証
な
ど
の
借
地
・

借
家
人
自
身
を
確
認
で
き
る
も
の

■
土
地
お
よ
び
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の

縦
覧

　

土
地
縦
覧
帳
簿
お
よ
び
家
屋
縦
覧
帳
簿

を
縦
覧
す
る
こ
と
に
よ
り
、
納
税
者
が
自

分
の
土
地
・
家
屋
の
価
格
と
、
近
隣
の
土

地
・
家
屋
の
価
格
と
を
比
較
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

縦
覧
は
無
料
で
す
が
、
写
し
の
交
付
は

行
い
ま
せ
ん
。

▼
縦
覧
期
間
＝
４
月
１
日
（
木
）
～
５
月

31
日
（
月
）（
土
・
日
曜
日
・
祝
日
を
除
く
）

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分　

▼
縦

覧
場
所
＝
市
役
所
税
務
課　

▼
対
象
者
＝

市
内
に
所
在
す
る
土
地
・
家
屋
の
固
定
資

産
税
納
税
者
（
代
理
人
含
む
）　

▼
縦
覧

帳
簿
の
記
載
項
目
＝
❶
土
地
価
格
等
縦
覧

帳
簿
（
所
在
・
地
番
・
地
目
・
地
積
・
価
格
）

❷
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
（
所
在
・
家
屋

番
号
・
種
類
・
構
造
・
床
面
積
・
価
格
）

▼
持
ち
物
＝
本
人（
同
居
の
親
族
を
含
む
）

が
縦
覧
す
る
場
合
は
、
運
転
免
許
証
・
納

税
通
知
書
な
ど
本
人
と
確
認
で
き
る
も
の

／
代
理
の
方
が
縦
覧
す
る
場
合
は
、
委
任

状
と
運
転
免
許
証
な
ど
の
代
理
人
自
身
を

確
認
で
き
る
も
の　

▼
審
査
申
出
期
間
＝

固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
価
格

に
関
す
る
審
査
の
申
し
出
は
、
４
月
１
日

か
ら
納
税
通
知
書
の
交
付
後
60
日
ま
で
の

期
間
（
た
だ
し
、
申
し
出
は
新
し
く
課
税

さ
れ
た
も
の
、
変
更
な
ど
が
あ
っ
た
物
件

に
限
り
ま
す
。）

▼
税
務
課

☎
23
局
３
５
１
０　

23
局
０
１
８
０

　

４
月
か
ら
、
平
成
22
年
度
固
定
資
産
税

の
課
税
内
容
の
確
認
の
た
め
「
固
定
資
産

課
税
台
帳
の
閲
覧
」、｢

土
地
お
よ
び
家
屋

価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧｣

を
行
い
ま
す
。

■
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

　

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧
申
請
は
、

所
有
者
の
ほ
か
に
借
地
・
借
家
人
な
ど
も

行
え
ま
す
。
た
だ
し
、
借
地
の
方
は
当
該

土
地
、
借
家
の
方
は
当
該
土
地
お
よ
び
家

屋
に
限
り
ま
す
。

　

ま
た
、
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
記
載
さ

　

公
共
下
水
道
や
農
業
集
落
排
水
に
接
続

す
る
場
合
は
、
必
ず
田
原
市
排
水
設
備
指

定
工
事
店
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
新
規
追
加
指
定
工
事
店

　

渡
会
興
業
株
式
会
社
☎
33
局
１
０
５
０

▼
下
水
道
課　

☎
23
局
３
５
２
５　

22
局
３
１
８
４

▼
下
水
道
課
（
渥
美
支
所
内
）

☎
33
局
１
１
１
３　

32
局
２
５
０
６

固
定
資
産
税
に
か
か
る
閲
覧
・
縦
覧

田
原
市
で
う
ま
れ
た
絵
本

「
じ
ん
け
ん
２
」を
ご
覧
く
だ
さ
い

排
水
設
備
指
定
工
事
店
の

新
規
追
加
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